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※課税上は株式投資信託として取扱われます。 
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1．「アジア・エクイティ・インカム・ファンド（毎月分配型）」の募集については、委託会社は、金融

商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を平成 23 年 11 月 10 日に関東財務局長に提出してお

り、平成 23 年 11 月 11 日にその届出の効力は生じております。 

2．「アジア・エクイティ・インカム・ファンド（毎月分配型）」は、投資信託証券への投資を通じて、

実質的に株式や債券など値動きのある有価証券ならびにオプション取引等デリバティブ取引を行い

ますので、当ファンドの基準価額は変動します。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証され

ているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

3．投資信託は、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保護機構、預金保険機構の保護の対

象ではありません。また、銀行などの登録金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金による

支払いの対象にはなりません。 
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第一部【証券情報】 

（1）【ファンドの名称】 

アジア・エクイティ・インカム・ファンド（毎月分配型） 

（以下「ファンド」もしくは「当ファンド」といいます。） 

 

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】 

追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）です。 

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、

もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。 

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定

の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関

および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振

替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ

り定まります。（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益

権」といいます。）ユナイテッド投信投資顧問株式会社（以下「委託者」もしくは「委託会社」と

いうことがあります。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受

益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 

 

（3）【発行（売出）価額の総額】 

5,000億円を上限とします。 

 

（4）【発行（売出）価格】 

取得申込受付日※1の翌営業日の基準価額※２とします。 

基準価額は、販売会社または後記「照会先」にてご確認いただけます。 

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 

 

※１ 後記「（12）その他 ④ 取得申込受付」の日を指します。また、継続申込期間において、

取得申込受付日当日が、後記「（12）その他 ⑤ お申込受付中止日」にあたる場合には、

お申込みの受付はいたしません。 

※２ 「基準価額」とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にした

がって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産

総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、

便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。 

 

（5）【申込手数料】 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込口数を乗じて得た額に、4.20％※1（税抜4.0％）

の率を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。 

ただし、自動けいぞく投資コース※２を選択した場合の収益分配金の再投資にかかる当ファンドの

取得申込みに手数料はかかりません。 

 

※１ 消費税および地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）を含み

ます。なお、税率の変更に応じて金額が変わることがあります。 

※２ 自動けいぞく投資コースとは、自動けいぞく投資約款（別の名称で同様の権利義務を規定

する契約を含みます。）に基づき、収益分配金をファンドの決算毎に自動的にそのファン
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ドに再投資するコースです。販売会社によっては、取扱いがない場合があります。 

 

詳しくは販売会社または後記「照会先」の委託会社にお問い合わせください。 

 

（6）【申込単位】 

１口または１円単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社または後記「照

会先」の委託会社にお問い合わせください。 

 

（7）【申込期間】 

平成23年11月11日から平成24年11月９日まで 

（注）上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 

 

（8）【申込取扱場所】 

販売会社にてお申込みいただけます。 

販売会社については、後記「照会先」の委託会社にお問い合わせください。 

 

（9）【払込期日】 

取得のお申込みをされる方は、お申込金額およびお申込手数料（税込）を販売会社が定める日

までにお支払いください。 

振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる

日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 

 

（10）【払込取扱場所】 

原則として上記「（8）申込取扱場所」と同じです。 

ご不明な場合は、お申込みの販売会社または、後記「照会先」の委託会社までお問い合わせく

ださい。 

 

（11）【振替機関に関する事項】 

ファンドの受益権の振替機関は、以下の通りです。 

株式会社証券保管振替機構 

 

（12）【その他】 

① 日本国以外の国・地域における募集 

該当事項はありません。 

 

② 申込証拠金 

該当事項はありません。 

 

③ クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用 

該当事項はありません。 

 

④ 取得申込受付 

販売会社の営業日※1の午後３時までに受け付けたお申込み（当該お申込みにかかる販売会社所

定の事務手続きが完了したもの）を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる
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（5）【投資制限】 

当ファンドは、約款において、以下の投資制限を設けております。 

① 投資信託証券への投資制限（約款 運用の基本方針 ２．運用方法 （3）投資制限） 

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 

② 株式への投資制限（約款 運用の基本方針 ２．運用方法 （3）投資制限） 

株式への直接投資は行いません。 

③ デリバティブ取引の利用制限（約款 運用の基本方針 ２．運用方法 （3）投資制限） 

デリバティブ取引の直接利用は行いません。 

④ 外貨建資産への投資制限（約款 運用の基本方針 ２．運用方法 （3）投資制限） 

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤ 資金の借入れ（約款第27条） 

（A）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定に資するため、一部

解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済

を含みます。）を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし

て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、

当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

（B）前記（A）の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 

１．一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行っ

た有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取の確定している資金

の額の範囲内 

２．再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内 

３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内 

（C）一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から

信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開

始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代

金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内

である場合の当該期間とします。 

（D）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金

が支払われる日からその翌営業日までとします。 

（E）借入金の利息は信託財産中から支払われます。 

 



－ 18 － 

＜参考＞ファンドが投資する投資信託証券の概要 

ファンド名 クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅱ－ZAM アジア・

エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家

限定） 

（Credit Suisse Universal Trust (Cayman) II - ZAM Asia Equity Income 

Plus Strategy Fund(For Qualified Institutional Investors Only)） 

ファンド形態 ケイマン籍外国投資信託／オープン・エンド型 

投資方針・特色 ① 担保付スワップに投資することにより、アジア・エクイティ・インカ

ムプラス・ストラテジー（以下「本戦略」といいます。）に概ね連動

する投資成果を目指します。 

② 本戦略は、アジア諸国・地域の株式のポートフォリオに想定上投資し、

ヨーロピアン「カバード」コール・オプションを想定上売却すること

で、株式からの配当に加え、オプション・プレミアムを想定上回収す

ることを目標とします。 

③ 市場動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合

があります。 

信託報酬等 年率0.15％ （税抜 年率0.15％） 

その他手数料等 ・ 実質的に投資するアジア諸国・地域の株式およびオプション取引等に

かかるリバランスコストがかかります。 

・ アジア諸国・地域の株式に関し投資助言を行うZEAL Asset 
Management社（香港）に対し年率0.20％（税抜 年率0.20％）の投

資顧問報酬が担保付スワップを通じて支払われます。 

運用会社 Credit Suisse Management (Cayman) Limited 
受託会社 BNY Fund Management (Cayman) Limited 
管理事務代行会社 BNY Fund Management (Cayman) Limited 

 

ファンド名 ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け） 

投資対象 「ユナイテッド日本債券マザーファンド」 

投資方針・特色 ① 信託財産の長期成長を目指して、積極的な運用を行ないます。 

② マザーファンドへの投資を通じて、主として、わが国の債券に投資し

ます。 

③ 主としてマザーファンドを通じて、わが国の発行する債券を中心に投

資を行い、NOMURA－BPI総合指数を上回る運用成果を目指します。 

④ わが国のファンダメンタルズ、金利動向などの分析・評価に基づき、

デュレーションをアクティブに変更し、収益の獲得を目指します。 

⑤ ＡＡ格以上の格付けを有する債券を中心に投資適格債券に投資し、信

用リスクの低減を図ります。 

⑥ 市場動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合

があります。 

信託報酬等 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年 0.21％（税抜年 0.20％）

の率を乗じて得た額とします。 

委託会社 ユナイテッド投信投資顧問 

受託銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行 

 



－ 19 － 

「ユナイテッド日本債券マザーファンド」の運用の基本方針 

① 投資対象 

  わが国の債券を主要投資対象とします。 

② 投資方針・特色 

・主としてわが国の発行する債券を中心に投資を行い、NOMURA－BPI総合指数を上回る運用成

果を目指します。 

・わが国のファンダメンタルズ、金利動向などの分析・評価に基づき、デュレーションをアク

ティブに変更し、収益の獲得を目指します。 

・ＡＡ格以上の格付けを有する債券を中心に投資適格債券に投資し、信用リスクの低減を図り

ます。 

・債券の組入比率は原則として高位を保ちます。ただし、資金化への対応や投資環境を考慮し

た上で委託会社が適切と判断した場合には、機動的に対応する場合があります。 

③ 主な投資制限 

・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純

資産総額の20％以下とします。 

・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総

額の10％以下とします。 

・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下としま 

す。 

・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の

５％以下とします。 

・同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産

が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単

独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341

条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予

約権付社債」といいます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。 

・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

 

上記は、本書提出日現在の概要であり、今後、内容が変更される場合があります。 
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３【投資リスク】 

（1）投資リスク 

委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属し

ます。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護

の対象ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりませ

ん。 

 

＜基準価額の主な変動要因＞ 

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式や債券など値動きのある有価証券

ならびにオプション取引等デリバティブ取引を行いますので、当ファンドの基準価額は変動します。

したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。 

 

当ファンドおよび当ファンドが投資する投資信託証券の基準価額の変動要因の主なものは、以下

の通りです。 

 

① 有価証券等の価格変動リスク 

  当ファンドは、投資信託証券を通じて、株式や債券などの有価証券への投資ならびにオプショ

ン取引等デリバティブ取引を行いますので、組入資産の値動き、市場金利の変動、オプション取

引等デリバティブ取引に伴う相手方の財務状態等の変化ならびにこれらに関連する外部評価の

変化および為替相場の変動等の影響を受け、当ファンドの基準価額が値下がりする場合がありま

す。 

② 為替変動リスク 

為替相場は投資対象国・地域の政治および経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変

動します。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行

いませんので、為替相場の変動の影響を受けます。為替相場が当該資産の通貨に対して円高に

なった場合は、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。 

③ カントリーリスク 

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じてアジア諸国・地域の株式に投資します。その

ため、当該国の政治、経済および社会情勢等の変化ならびに法制度および税制度等の変更によ

り、市場が混乱した場合、または取引に対して新たな規制もしくは税金が課されるような場合

には、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。 

④ オプション取引に伴うリスク 

当ファンドは、投資信託証券を通じて、オプション取引のエクスポージャーを持ちます。オ

プション取引の価格は、対象とする株価等の原資産価格の変動等により上下しますので、これ

により損失を被ることがあります。また、一般にオプション取引は、少額の証拠金で多額の取

引を行うことができることから、時として多額の損失を被る危険性を有しています。 

⑤ 信用リスク 

有価証券の発行体において、経営不振、その他の理由により債務不履行が発生した場合、ま

たはそうした事態が予測される場合等には、当該発行体が発行する有価証券の価格は大きく下

落し、当ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。 

⑥ 流動性リスク 

組入有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場規模の縮小や市場動向によって

は、組入有価証券が当初期待される価格での取引もしくは機動的な売買ができないことがあり、
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当ファンドの基準価額に悪影響を及ぼすことがあります。 

また、当ファンドが投資する投資信託証券において、申込みもしくは解約（換金）できない

事態が発生した場合には、当ファンドの運用に支障をきたす可能性があります。 

⑦ 金利変動リスク 

当ファンドは、投資信託証券を通じて、債券に投資しますので、金利変動の影響を受けます。

一般に金利が上昇した場合には、既に発行され流通している債券の価格は下落します。また、

残存期間の長い債券の方が短い債券より金利の変化率が高い傾向にあります。したがって、金

利上昇は、当ファンドが投資する投資信託証券の基準価額に影響を及ぼし、当ファンドの基準

価額が値下がりする要因となります。 

⑧ 解約による資金流出に伴うリスク 

一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンドが投資している投資信託証券が組入

れている有価証券等を大量に売却する場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっ

ては、有価証券等を当初期待された価格で売却できないことがあり、当ファンドが投資する投

資信託証券および当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、主要投資対象

とする投資信託証券に対し、多額の追加設定、一部解約等がなされた場合の資金動向により、

当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。 

 

（ご注意）以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。 

 

＜その他の留意点＞ 

① ファンド運営上のリスク 

（A）取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止 

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、

その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することがあり、ま

た、既に受付けた取得申込みの受付を取消す場合があります。また、同様の理由により、解約

の申込みの受付を中止する場合があります。 

（B）信託の途中終了 

委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10

億口を下回る場合、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないことと

なる場合、または、受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が

発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。 

（C）指定投資信託証券の運用および変更に伴うリスク 

当ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券の一部は、外部の運用会社が運用をして

おり、当該運用会社の業務または財産の状況の変化、運用担当者の交代、その他の理由により、

運用に支障が出る場合があります。 

また、指定投資信託証券の見直しは、パフォーマンスの一層の向上を目指すものではありま

すが、指定投資信託証券の入替えや組入れ比率の変更が、結果としてファンドの基準価額の下

落の要因となる場合があります。 

② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点 

（A）販売会社 

委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者

の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金する

までは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、

償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社
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および受託会社は責任を負いません。 

委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売

（お申込代金の預かり等を含みます。）について、それぞれの責任を負い、互いに他について

の責任を負いません。 

（B）受託会社 

委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償

還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。

ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一

部解約金、償還金についての責任を負いません。 

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任

した後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があ

り裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は

当ファンドの信託を終了させます。 

③ 収益分配に係る留意点 

ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。 

委託会社の判断により、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行

わない場合があります。 

ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売

買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも

計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。投資者の個別元本（追加型

投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実

質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配金はファンドの純資産から支払われま

すので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因

となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行っ

た場合、当該決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。 

 

（2）投資リスクに対する管理体制 

ファンドの運用状況につきましては、パフォーマンス分析・評価の結果を投資委員会に報告し、

審議を行います。また、コンプライアンス上のリスク、当社の業務において発生しうるあらゆるリ

スクについて、原則として月に一度開催される内部統制委員会に報告されます。同委員会では上記

リスク事項の確認や当社の対応、改善策等について協議または決議します。また、その内容は必要

に応じて取締役会へ報告、提案されます。 

なお、実務においては、各部門・室においてそれぞれの責任者のもと、日次ベースでリスク管理

を綿密に行います。 
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※上記の管理体制は、平成23年９月30日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。 

 

４【手数料等及び税金】 

（1）【申込手数料】 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込口数を乗じて得た額（「取得金額」といいます。）

に、4.20％（税抜4.0％）の率を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。 

なお、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の取得する口数については、

手数料はかかりません。自動けいぞく投資契約の取扱いについては、販売会社または後記「照会先」

の委託会社にお問い合わせください。 

 

（2）【換金（解約）手数料】 

① ご換金（解約）手数料 

ありません。 

② 信託財産留保額 

換金（解約）受付日の翌営業日の基準価額に対して0.5％の率を乗じて得た額を信託財産留保

額として控除します。 

 

（3）【信託報酬等】 

① 当ファンドが負担する実質的な信託報酬 

当ファンドが負担する実質的な信託報酬率（概算）は、年1.8445％（税抜 年1.7725％）±0.1％

です。 

（内訳） 

当ファンド 年1.5015％（税抜 年1.43％） 

投資信託証券（注） 年0.343％（税抜 年0.3425％） 

計 年1.8445％（税抜 年1.7725％） 

（注）投資信託証券の報酬率は、当ファンドが投資する投資信託証券の信託報酬率を、基本投資

配分比率で加重平均して計算した概算値です。ただし、この値はあくまで目安であり、当フ

運用部門 

営業部門 

分析・ 

レポーティング部門 

企画部門 

業務部門 

管理部門 

内部統制部門 

＜協議または決議＞ 

内部統制委員会 

業務の有効性及び効率性に関する事項 

財務報告の信頼性に関する事項 

法令遵守に関する事項 

資産の保全に関する事項 

業務プロセスの評価 

リスク管理に関する事項 

トレーディング室 



－ 24 － 

ァンドにおける実際の投資信託証券の組入れ状況等によって±0.1％程度変動しますので、

受益者が負担する実質的な信託報酬も変動します。 

 

② 当ファンドにおける信託報酬の内訳および支払方法 

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により

計算され、毎計算期間終了日または、信託の終了時に信託財産中から支払われます。 

日々の信託財産の純資産総額×年1.5015％（税抜 年1.43％） 

信託報酬の配分は、次の通りです。 

 

委託会社 受託会社 販売会社 

年0.735％ 

（税抜 年0.70％） 

年0.0315％ 

（税抜 年0.03％） 

年0.735％ 

（税抜 年0.70％） 

委託会社および販売会社への報酬は、ファンドから委託会社へ支払われ、販売会社への報酬は、

委託会社から、販売会社が行う業務に対する代行手数料として支払われます。 

受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に支払われます。 

 

＜参考＞当ファンドが投資する投資信託証券において、以下の信託報酬がかかります。 

投資信託証券の名称 信託報酬率（年率）

クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅱ－ZAM 

アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド

（適格機関投資家限定） 

年0.35％ 

（税抜 0.35％）

ユナイテッド日本債券ベビーファンド 

（適格機関投資家向け） 

年0.21％ 

（税抜 0.20％）

 

（4）【その他の手数料等】 

① 当ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等、ならびに外貨建資産の保管等に要

する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。 

② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受益者の立替えた立替金の利息は、

受益者の負担とし、信託財産から支払います。 

③ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、受益者の負担とし、当ファンドの計算期間を通じ 

て毎日、当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期間末または信託終了のとき当該消費税

等相当額とともに信託財産中から支払われます。 

④ 以下の諸費用（消費税等相当額を含みます。）は受益者の負担とし、信託財産から支払います。

なお、委託会社は、以下の諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支払いを信託

財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支払いを受けること

について、あらかじめ受領する金額に上限を付すことができます。この場合、委託者は、信託

財産の規模等を考慮して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。 

 

１. この信託の計理業務（設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等）およびこ

れに付随する業務、（法定帳票管理、法定報告等）に係る費用 

２. 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合

における発行および管理事務に係る費用 

３. 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書類を含みま

す。）の作成、印刷および提出に係る費用 
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４. 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交

付に係る費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。） 

５. 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費

用も含みます。） 

６. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出

費用も含みます。） 

７. この信託の受益者に対して行なう広告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託

約款の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用 

８. 格付の取得に要する費用 

９. この信託の法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 

 

上記その他の手数料等は、運用の状況等により異なるため、料率、上限率等をあらかじめ表示す

ることができません。 

 

受益者が負担する手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なるた

め、あらかじめ表示することができません。 

 

上記手数料等については、販売会社もしくは後記「照会先」の委託会社までお問い合わせくださ

い。 

 

（5）【課税上の取扱い】 

日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する投資信託の課税については、下記の取

扱いとなります。なお、税法が改正された場合には、下記の内容が変更になることがあります。課

税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。 

 

※当ファンドは、税法上、株式投資信託として区分されます。 

 

① 個別元本方式について 

（A）追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）

は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。 

（B）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託

を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一フ

ァンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に個別元本の算出が行われま

す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「自動けい

ぞく投資コース」と「一般コース（「分配金受取コース」等別の名称で同様の方式を含みます。）」

の両コースで取得する場合には、別々に個別元本の算出が行われる場合があります。 

（C）受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金

を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（特別分配金については、「② 

収益分配時における課税上の取扱いについて」をご確認ください。） 

② 収益分配時における課税上の取扱いについて 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いになる

「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 

受益者が収益分配金を受取る際、（A）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別

元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
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が普通分配金となり、（B）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っ

ている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金

を控除した額が普通分配金となります。 

③ 一部解約時および償還時における課税上の取扱いについて 

個人の受益者の場合、一部解約（換金）時および償還時の譲渡益（一部解約価額および償還価

額から取得費（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等を含みます。）を控除した利

益）が課税対象となります。 

法人の受益者の場合、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。 

④ 個人、法人別の課税上の取扱いについて 

（A）個人の受益者に対する課税 

◇収益分配金に対する課税 

収益分配金のうちの課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、平成25年12月31日までは

10％（所得税７％および地方税３％）、平成26年１月１日以降は20％（所得税15％および地方税

５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用となります。なお、確定申告を行い、

総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。 

◇一部解約（換金）時および償還時に対する課税 

一部解約時および償還時の差益（譲渡益）に対し、平成25年12月31日までは10％（所得税７％

および地方税３％）、平成26年１月１日以降は20％（所得税15％、地方税５％）の税率による申

告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。 

一部解約（換金）時および償還時の損失については、収益分配金、上場株式等にかかる譲渡益

との損益通算が可能です。 

なお、損益通算および買取りの取扱い等につきましては、販売会社にお問い合わせください。 

（B）法人の受益者に対する課税 

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約（換金）時および償還時の個別

元本超過額については、平成25年12月31日までは７％（所得税７％）、平成26年１月１日以降は

15％（所得税15％）の税率で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。 

 
※上記の内容は、税法の改正等により、変更されることがあります。 

 

 
 

 




